
別　紙

「入学時特別増額貸与奨学金」を受けるまでの手続きについて

○　入学時特別増額貸与奨学金について

　　　入学時特別増額貸与奨学金は、日本政策金融公庫（以下「公庫」という。）の「国の教育ローン」を申し込んだが、審査の結果、融資を受けられなかった世帯の学生を対象とする制度です。

　　　「入学時特別増額貸与奨学金」の貸与を受けるには、入学後、進学先に平成21年度大学等奨学生採用候補者決定通知[進学先提出用]、「個人信用情報の取扱いに関する同意書」を提出のうえ、

　　　進学届提出手続き（インターネット）を行うほかに、以下の手続きが必要になります。

採用候補者決定通知に｢入学時特別増額貸与奨学金｣とある人

採用候補者決定通知に｢申告不要｣とある人 採用候補者決定通知に｢申告必要｣とある人
入学時特別増額貸与奨学金

のみを辞退したい人

保護者等が公庫の「国の教育ローン」を申し込む　(必須)

※１　公庫が定める要件を満たす方が審査対象となります。（融資を受ける意思のない方は、申込みを受付けてもらえません。）

審査の結果、
「国の教育ローン」を受けられなかった。

審査の結果、
「国の教育ローン」を
受けることができた。

申込対象外
（「国の教育ローン」の申込要件を

満たさなかった。）

　　　　　　進学届提出手続き（インターネット）
　　　　　　のみを行ってください。

｢日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を
利用できなかったことについて(申告)｣
（※２　必要書類添付）を進学先に提出してく
ださい。

公庫の「国の教育ローン」をご利用くださ
い。また、入学時の進学届提出手続き
（インターネット）の際、入学時特別増額
貸与奨学金を辞退してください。

入学時にまとまった資金が必要な
場合は、銀行等の教育ローンをご
利用ください。また、入学時の進
学届提出手続き（インターネット）
の際、入学時特別増額貸与奨学
金を辞退してください。

入学時の進学届提出手続き(イン
ターネット)の際、最終の意思確認が
ありますので、その時に辞退してくだ
さい。
(辞退に関する届出書等は不要です)

月々の奨学金＋入学時特別増額貸与奨学金が、奨学生本人の名義の口座に振り込まれます。
月々の奨学金が奨学生本人名義の口座に振り込まれます。
※入学時特別増額貸与奨学金を受ける資格はありません。

　　月々の奨学金が奨学生本人
　　名義の口座に振り込まれます。

初回振込は4月もしくは5月です。 　　　　　(進学先が指定する進学届提出手続き(インターネット)の期限を厳守してください)

　　　※１　公庫が定める要件 ： ①借入申込人世帯の年間収入（所得）金額が公庫の示す金額以内であること、②借入申込金額が200万円を超えないこと、③使途が教育資金であること、等

　　　※２　必要な添付書類 ： ①公庫の「「国の教育ローン」借入申込書（お客さま控え）」のコピー、②融資できない旨を記載した公庫発行の通知文のコピー

○　労働金庫の入学時必要資金融資について

　　　入学時特別増額貸与奨学金が入金されるまでの間に、労働金庫が入学時特別増額貸与奨学金の範囲内で融資する制度です。

　　　別紙｢入学時必要資金融資のご案内｣を参照いただき、詳しい内容につきましては労働金庫にお問い合わせください。
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